
変更理由
　熊野公共下水道では快適な生活環境の確保、公共用水域の水質保全を目的とし、昭和６３年に熊野公共下水道の都市計画決定を行い、その後、計画的な市街地形成を図るための市街化区域拡大に併せ処理区域の追加など計５回の変更を経て、現在に至っている。
熊野町では令和３年に、向こう１０年間の総合計画として「第６次熊野町総合計画」を策定した。
第６次熊野町総合計画では、新たなまちづくりに当たり、本町の将来像を「ひと　まち　育む　筆の都　熊野」と掲げ、その実現に向けて「誰もが元気で健やかに暮らせるまち」、「学ぶ力と豊かな心を育むまち」、「活力と魅力に満ちたげんきなまち」、「安心・安全で快適に暮らせるまち」、「人と自然が調和する美しいまち」及び「自立と協同　みんなで創る持続可能なまち」を基本目標とし、少子高齢化や人口減少、経済成長の停滞、大規模な自然災害、新たな感染症など、今後も多様化・複雑化していく地域課題に対応したまちづくりを行っていくために様々な施策を展開していくこととしている。
その中で、公共下水道については、下水道に係る整備計画に基づいて、事業の計画的な進捗を図ることとし、快適な生活環境の確保に努めているところである。
また、都市計画マスタープラン（令和３年３月）においては下水道整備について、熊野町流域関連公共下水道事業計画に基づき、市街化区域を中心とする計画区域の公共下水道を推進するとともに、地域特性に応じた手法により、シビルミニマムとして全町の普及を計画的に推進し、居住環境など公衆衛生の改善や河川などの公共用水域の水質保全に努めることとしている。
令和６年度末現在において、公共下水道は総整備面積５６４ｈaに対して４８０ｈaの整備が完了しており、今後も下水道施設の計画的整備を推進していく必要がある。
今回の都市計画変更では、令和７年３月の区域区分の変更により、市街化調整区域に編入（逆線引き）する区域について都市計画下水道の排水区域から除外し、市街化区域に編入する区域について排水区域の拡大を行うことにより、公共用水域の水質保全、生活環境の改善を図るものである。









